
平成１７年 １１月 １８日
農 林 水 産 省 生 産 局

平成１７年度飼料問題懇談会（第１回）の概要について

１．日 時：平成１７年１１月７日（月） １５：００～１７：００

２．場 所：農林水産省三番町共用会議所大会議室

３．委 員：別紙のとおり（委員欠席１名、代理出席１名）

４．議事概要：
懇談会の座長に阿部委員が選出され、事務局等から配付資料の説明が行われた後、

意見交換が行われました。委員からの主な発言は以下のとおりでした。

○ 土地利用については、畜産サイドだけでなく耕種サイドの意見もとりいれ、稲発酵
粗飼料（ ）や日本型放牧などを含めた、土地の流動化や輪作体系についても考えWCS
るべきではないか。

、 、 、○ 土地規模や労働力を無視した増頭によって ふん尿処理問題等が生じており また
輸入飼料依存による海外からの疾病侵入の可能性もある。生産者には私益だけではな
く、生産者としての公的責任（やるべき事柄等）を併せて すべきではないか。PR

○ 現場の農業改良普及員や農協の指導員は、全体を見た上での指導が必要である。ま
た、購入飼料が得なのか価格面から検証し、経営分析に基づいた生産者への支援が必
要と考える。

○ 消費者は食品には関心があるが、飼料までは目が届かないので、今後もトレーサビ
リティの推進など、飼料に関する情報をＰＲしてほしい。

○ 放牧は転作や荒廃地の対策に活用できるだけでなく、景観維持にも有効であり、さ
らに、中山間地域の活性化、資源・環境保護などに資するものでもある。しかし、地
域によっては放牧に無関心なところがあるので、ネットワーク作りや市町村への働き
かけ、情報提供等が重要である。



○ メガファームは （労力面等から）自給飼料生産より、輸入粗飼料が安いと考えてい、
るが、コントラクターの利用促進や、草地維持等のためにも、粗飼料増産・利用に取
り組む必要がある。なお、質と量の面で安定的に供給されれば、国産粗飼料を利用し
たいと言う農家もいる。

○ 食品残さ飼料により生産された畜産物は、差別化商品として歓迎されている事例が
あるが、点的な取組でとどまっている。全て国産の飼料によって生産されたという、
付加価値をつけた安全・安心な畜産物は消費者に歓迎されると思う。

○ 食品残さの飼料化は、使用する原料の安全性や品質と量の安定性の確保が必要であ
る。また、 （完全混合飼料）センターで、農家にあわせたオーダーメイド配合をTMR
行っている事例があり、その原料に加工残さを利用する余地があると考えられる。

○ 飼料自給率の向上のためには、食品残さや加工残さを肥料や飼料として利用したも
のが、消費者に届くという、サイクルが上手くいくことが大事。一定のコストがかか
るのであれば、消費者に理解してもらわないとサイクルが上手くいかない。生産の推
進の時に、消費者の視点を強く意識してもらいたい。

○ 食品残さの飼料化技術の開発については、これに対する情報開示が必要である。

○ 食品残さの飼料化は、一定の監視があれば、一般の廃棄物処理とは異なる扱いがで
きるのではないか。

○ 備蓄穀物の放出基準における、売り渡し対象者については、備蓄受託者以外の者に
対する方策も検討する必要がある。

○ 備蓄の放出の実効性について、どの港湾にどれだけの工場やサイロがあり、どの程
、 。 、 、度の過不足が生じる可能性があるのか シミュレーションが必要 また 放出基準は

なるべく早く公表することが必要である。



別 紙
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浅野 九郎治 社団法人日本草地畜産種子協会 会長

阿部 亮 日本大学生物資源科学部 教授

犬伏 由利子 消費科学連合会 副会長

小泉 健一郎 飼料輸出入協議会 理事長

生源寺 眞一 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
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内藤 廣信 社団法人中央畜産会 常務理事
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野﨑 修 社団法人配合飼料供給安定機構 理事長

林 茂昭 全国酪農業協同組合連合会 専務理事

平野 宏 協同組合日本飼料工業会 会長

冨士 重夫 全国農業協同組合中央会 基本農政対策部長

増田 淳子 ジャーナリスト
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